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ドライバー健康起因事故防止助成金交付要綱 

 

公益社団法人北海道トラック協会 

 

（事業趣旨） 

第１条  公益社団法人北海道トラック協会（以下「北ト協」という。）は、トラック運転

者の健康状態に起因する事故を未然に防止するとともに、トラック輸送の安全確保

に資することを目的とし、北ト協会員事業者（以下「会員」という。）が選任運転

者に対して実施する第３条の要件を満たす健康診断を受診した場合、その費用に対

して助成金を交付する。 

 

（交付対象） 

第２条 交付対象者は申請時に会員であり、会費未納等が無い者とする。 

ただし、年度途中に入会した会員については、入会日以降に受診したものを助成

対象とする。 

２ 助成対象となる運転者は、受診時において会員事業所に常時選任されている４０

歳以上の運転者とする。 

 

（助成対象となる健康診断） 

第３条 健康診断の種類は以下のとおりとし、受診料はいずれも会員事業者が全額負担し

ているものとする。 

        また、他団体等の別事業により助成金が交付された健診項目については助成対象

としない。 

    （１）脳ＭＲＩ健診 

    （２）脳ドック 

        (３) 心臓(心血管)ドック 

(心電図、心臓超音波、冠動脈ＣＴ検査等を含む) 

（４）眼科検診（検査項目に眼底検査と眼圧検査を含む） 

（５）人間ドック 

 

（助成額） 

第４条 助成額は受診者一人に対し検査費用（税別）の２分の１とし、助成上限について

以下の通りとする。 

第３条項目 助成上限額 備  考 

（１）～（３） ２０，０００円 
・法定健診時のオプション追加も助成対象となりま

すが、検査名・金額がわかる書類の添付が必要。 

・（５）との併用申請は出来ません。 
（４） １０，０００円 

（５） ３０，０００円 

・各種オプションの追加も助成対象となります。 

・「ドライバー健康診断受診料助成」との併用申請

は出来ません。 
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（助成上限） 

第５条 本事業の助成上限は、会員が保有し各地区ト協に所属する営業用貨物自動車の台

数（但し、被牽引車を除く）の合計により以下の通りとする。 

上記条件の合計保有車両数 
助成限度人員 

第3条(1)～(4) 第3条(5) 

２０両未満 ４人 ４人 

２０～５０両未満 ６人 ６人 

５０～１００両未満 ８人 ８人 

１００両以上 １０人 １０人 

 

（助成金の請求） 

第６条 会員は、助成金の交付を希望する場合、北ト協に必要事項を記入した以下の書類

を提出しなければならない。 

（１）北ト協で定めた様式 

     （ⅰ）様式１「ドライバー健康起因事故防止助成事業実績報告書」 

     （ⅱ）様式１の２「ドライバー健康起因事故防止助成金内訳書」 

 

（２）添付書類 

以下の内容が確認できる書類を添付することとする。 

（ア）受診した項目と、項目別に受診した運転者数がわかる書類 

利用した医療機関等から発行された明細書や請求明細書など、第３条の

項目と受診した人数がわかる書類 

（イ）支払いを証明する書類 

利用した医療機関等から発行された、領収書等の支払いを証明する書類 

       （ウ）交付対象者の運転者の所属と年齢確認の書類 

       雇用保険被保険者証の添付を原則とするが、難しい場合は運転者台帳の 

写し等 

２   北ト協は、会員の助成金請求を受付ける際、必要に応じて、当該会員に対し指

定した書類の提出を求めることができる。 

 

（請求期限） 

第７条 請求期限は、令和８年４月１日から令和９年３月１９日（北ト協必着）までとし、

この期間内に受診及び支払いが完了したものに限る。 

２  前項で定める期間内であっても、本事業の予算に達した場合、その時点で受付を

終了するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第８条  北ト協は、第６条に基づく助成金の請求を受けたときは、速やかにその内容を審

査し、条件に適合すると認めたときは、会員に対して助成金を交付する。 

２  前項に係わり、助成金の交付を受けられなかった会員の不利益等に対する責任は、

北ト協はこれを負わない。 
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（助成金の返還） 

第９条 北ト協及び地区ト協は、次のいずれかに該当するとき、会員に対し既に交付した

助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。 

（１）この要綱、その他北ト協が定める事項に違反したとき 

（２）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

２ 前項の規定により返還を命じられた会員については、北ト協が行う助成事業すべ

てに係わる請求は、原則として当分の間、これを受付又は交付決定を行わない。 

 

（その他必要な事項） 

第10条  この要綱に定めるもののほか、本事業に関するその他の必要事項は、北ト協がこ

れを定める。 

 

（附則）（令和２年３月２４日） 

第１条  本要綱は令和２年４月１日より施行する。 
 

（令和３年３月２３日） 

第１条 本要綱は令和３年４月１日より施行する。 
 

（令和４年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和４年４月１日より施行する。 
 

（令和５年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和５年４月１日より施行する。  
 

（令和７年３月２４日） 

第１条 本要綱は令和７年４月１日より施行する。  
 

（令和８年３月２３日） 

第１条 本要綱は令和８年４月１日より施行する。 


